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高 知 県 立 青 少 年 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一

部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ５ 年 ７ 月 28日

高 知 県 教 育 長 長 岡 幹 泰

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 18号

高 知 県 立 青 少 年 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規

則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 立 青 少 年 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平

成 17年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

別 記 第 １ 号 様 式 中 「□印 」を 削 り 、 「 以 下 の も の 」 を 「 以 下 の

者 」 に 改 め 、 同 様 式 注 ３ 中 「 転 貸 し て い け ま せ ん 」 を 「 転 貸 し て

は な り ま せ ん 」 に 改 め る 。

別 記 第 ３ 号 様 式 及 び 別 記 第 ５ 号 様 式 中 「□印 」を 削 る 。

別 記 第 ６ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 立 青 少 年 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


